
アメリカにおける州政府の医療保険料率規制

中浜 隆

(小樽商科大学教授)

はじめに

アメリカでは､保険業はおもに州政府が監督規制を行っている｡州

保険局 (保険監督当局)の長官である保険監督官によって構成される

全米保険監督官協会 (NationalAssociationoflnsuraneeCommiS･

sioners:NAIC)は小雇用主医療保険の改革のために､1990年代初め

にモデル法 3件とモデル規則 1件を制定した1)｡それらは ｢契約更新

保証｣｢新契約加入保証｣｢契約前発病の免責に対する制限｣｢契約の携

行｣｢料率規制｣｢再保険プール｣ について定めている2)｡そしてほと

んどの州政府は､モデル法とモデル規則の制定を受けて1990年代に6

つの手段に関する法律を制定し､実施している3)｡

本稿は､上記の改革の手段のなかで ｢料率規制｣を取り上げる｡料

率設定方式の基本的種類には､料率幅方式､調整地域料率方式､純粋

地域料率方式がある｡1990年モデル法と1992年モデル法は料率幅方式

を採用している｡1995年モデル法は､1991年12月の制定当初は料率幅

方式を採用したが､1995年3月の改正によって調整地域料率方式に変
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更している｡モデル法は､純粋地域料率方式は採用していない｡

モデル法が定める料率幅方式の特徴は､第 1に､別個の契約クラス

の設定と危険特性の使用を認めていることである｡ しかし第2に､保

険者が使用できる被保険者の特性の種類を明示し､階層料率方式で生

じていたリスク細分化を抑止しようとしていることである｡第3に､

契約クラス内と契約クラス間の料率の格差および年間の料率の引き上

げを制限し､継続料率方式の悪用を防止していることである｡

他方､調整地域料率方式の特徴は､第 1に､別個の契約クラスの設

定を禁止 していることである｡第2に､保険者が使用できる危険要因

の種類を大幅に制限し､階層料率方式で生じるリスクの細分化を大幅

に抑制していることである｡第3に､危険特性の使用を禁止すること

によって､継続料率方式の採用を禁止していることである4)｡

本稿の目的は､NAICモデル法 ･モデル規則と各州保険法 ･保険規

則が定める料率幅方式と調整地域料率方式の規制内容を比故し､両者

の異同について考察することにある｡

注 1) 本稿では､3件のモデル法をそれぞれ ｢1990年モデル法｣(1990年12

月制定)､｢1992年モデル法｣(1991年12月制定､92年12月一部改正)､｢1995

年モデル法｣(1991年12月制定､92年12月一部改正､95年3月大幅改正､

2000年12月大幅改正)､モデル規則を ｢1992年モデル規則｣(1992年12月

制定)と表記する｡これらについては､中浜 (2003a)を参照｡

2) ｢契約更新保証｣｢新契約加入保証｣｢契約前発病の免責に対する制限｣

｢契約の携行｣については中浜 (2003b)を､｢再保険プール｣について

は中浜 (20030)を参照｡

3) 2004年 5月時点で､ハワイ州･ペンシルバニア州･コロンビア特別区

は､小団体 (従業員 2人～50人)に対する ｢契約更新保証｣｢新契約加

入保証｣｢契約前発病の免責に対する制限｣｢契約の携行｣について定め

た連 邦 法 の 1996年 HIPA法 (Health insurance Portability and

AccountabilityActof1996)の制定を受けて､これら4つの手段を実施
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しているoLかし､同法は ｢料率規制｣と ｢再保険プール｣については

定めていないために､これ ら2つの手段は実施 していない01996年HIPA

法については､中浜 (2003a)を参照｡

4) NAlCモデル法･モデル規則が定める料率規制については､中浜 (2004)

を参照｡

1.料率幅方式

2004年において､34州が料率幅方式を採用している5)O本章では､

そのうちの主要14州 (人口500万人以上の州)の料率規制の主要な内容

(保険者が使用できる危険要因や料率格差の制限など)について叙述

する6)｡

①アリゾナ州

アリゾナ州は､契約クラスについて定義していない7)｡被保険者の

特性に関しては ｢人口統計的特性 (demOgraP王liccharacteristics)｣

を ｢保険料率を設定するさいに保険者が考慮する客観的要因｣と定義

してお り (アリゾナ州保険法第20-2301条A項8を参照)､その種類に

ついては明示していない｡ しかし､健康状態関連要因 ･産業 ･契約の

継続期間は､人口統計的特性には含まれない｡

｢健康状態関連要因 (healthstatus-relatedfactor)｣とは､医療

保険に加入 しているまたは加入する予定の本人または扶養家族の健康

に関連 したあらゆる要因であり､ ｢健康状態｣ ｢病状｣ ｢保険金支払

実績｣ ｢受療｣ ｢病歴｣ ｢遺伝情報｣ ｢保険可能体の証拠 (evidenceor

insurability)｣ ｢身体 ･精神障害の存在｣ が含まれる (第20-2301条

A項12を参照)8)｡
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なお､上記の健康状態関連要因は､1996年HIPA法でも定められて

いる (42U.S.C.与300gg-1(a)(1)(2003)を参照)｡1996年HIPA法は､

本人または扶養家族に関わる健康関連要因に基づいて団体内の ｢類似

した状況にある加入者｣の保険料よりも高い保険料を支払 うことを団

体医療保険の保険者が (新契約加入または契約更新の条件として)加

入者に要求すること (つまり健康関連要因に基づいて団体内の ｢類似

した状況にある加入者｣の保険料に格差をつけること)を禁止 してい

る (42U.S.C.i300gg11(b)(1)(2003)を参照)0

そして､保障内容が同じまたは類似した医療保険に加入し､家族構

成と地域が同じまたは類似した小雇用主に対する料率の格差を ｢指標

料率±60%｣つまり ｢4:1｣以内に制限している｡

年間の料率の引き上げ率は､①基礎料率の変化率､②15%､③保障 一

内容 ･家族構成 ･地域 ･人口統計的特性による調整､の合計以内に制

限しており､1992年モデル法とほとんどまったく同じであるO

②カリフォルニア州

カリフォルニア州は ｢リスクカテゴリー (適格従業員の特性)｣と

して､年齢 ･地域 ･家族構成 ･医療保険の使用を認めているO小雇用

主団体のそれぞれの適格従業員に適用される料率 (上記の危険要因を

使用 して算定す る料率)が ｢標準従業員 リスク料率 (standard

employeeriskrate)｣である (カリフォルニア州保険法第10700条(Ⅴ)

項と(Ⅹ)項を参照)｡なお､料率期間は6か月以上でなければならない｡

そして ｢リスク調整係数 (riskadjustmentfactor)｣として健康状

態の使用を認め､それによって生じる料率の格差を ｢標準従業員 リス

ク料率±10%｣つまり ｢1.22:1｣以内に制限している｡リスク調整係

数は､小雇用主団体のそれぞれの標準従業員 リスク料率に均一に適用
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されなければならない｡

料率の引き上げについては､リスク調整係数の引き上げ率を前料率

期間に適用されたリスク調整係数の10%以内に制限している｡ リスク

調整係数は､12か月以内に修正することはできない｡

③フロリダ州

フロリダ州は､調整地域料率 (modifiedcommunityrate)を算定

するさいに､年齢 ･性別 ･地域 ･家族構成 ･喫煙のみの使用を認めて

いる｡そして､健康状態 ･保険金支払実績 ･契約の継続期間による料

率の調整によって生じる料率の格差を ｢調整地域料率±15%｣以内に

制限している｡

フロリダ州が健康状態 ･保険金支払実庫 ･契約の継続期間による料

率の調整を認めたのは2000年 7月である｡フロリダ州保険法は ｢曝険

者は調整地域料率方式 (modifiedcommunityratingmethodology)

を使用しなければならない｣と定めている (第6699条(6)項(ち)を参照)｡

NAlCモデル法が定める料率幅方式は ｢危険特性 (健康状態 ･保険

金支払実績 ･契約の継続期間)｣の使用を認めているが､それによっ

て生じる料率の格差を制限している｡他方､調整地域料率方式と純粋

地域料率方式は ｢危険特性｣の使用を禁止している｡これによれば､

フロリダ州は料率幅方式である｡なお､GAO(2003)も剛 十lを料率幅

方式としている9)0

料率の引き上げについては､団体の構成が変化 しないまたは給付内

容が変更されないならば､新契約 日または契約更新 目から12か月間､

保険者は料率を変更することはできない｡保険者は､健康状態 ･保険

金支払実績 ･契約の継続期間によって､更新保険料に対 して年間10%

を上回らない調整をすることができる｡
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④ジョージア州

ジョージア州は､プール料率を算定するさいに ｢人口統計的引受要

因 (demographicunderwritingfactors)｣として､年齢 ･団体規模 ･

家族構成 ･性別 ･地域 ･産業 ･職業 ･噂好 く喫煙等)の使用を認めて

いる｡産業を使用する場合には､それによって生じる料率の格差を｢塞

礎係数1.0±15%｣以内に制限しているo ｢プール料率 (poolrate)｣

とは､上記の人口統計的引受要因によって調整された､保険者の小団

体医療保険プール内のすべての小団体における従業員または扶養家族

に対する平均料率である (ジョ⊥ジア州保険規則第12条(1)項(k)と

(5)項(b)を参照)｡料率期間は12か月未満であってはならない｡

そして､それぞれの小団体の保険金支払実績である ｢団体経験係数

(groupexperiencefactor)｣の使用を認め､それによって生じる料

率の格差を ｢プール料率±25%｣以内に制限しているO

契約更新時の料率の引き上げについては､1料率期間における団体

経験係数の引き上げ率を15%以内に制限している｡プール料率の引き

上げ率については定めていない (制限していない)｡

⑤イリノイ州

イリノイ州は､契約クラスについて定義し､契約クラスの種類を3

つ定め､契約クラスの数を4つまで認めている｡ しかし､保険監督官

は契約クラスの追加設定を認可することができる｡

被保険者の特性とは ｢小雇用主に対 して保険料率を設定するさいに

保険者が考慮する小雇用主の人口統計的 ･地理的 ･その他の客観的特

性｣ であるO客観的特性 (objectivecharacteristics)とは ｢測定でき

るまたは観察できる諸事象｣ であり､測定できる特性として ｢遅延加
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入着である従業員の数｣を､額察できる特性として ｢雇用主の地域｣

または ｢従業員の性別｣ を例示している (イリノイ州保険法第93/10

条を参照)10)｡健康状態 ･保険金支払実績 ･契約の継続期間は､被保

険者の特性には含まれない｡

契約クラス内の料率の格差と契約クラス間の指標料率の格差に対

する制限は､1992年モデル法と同じである｡年間の料率の引き上げ率

に対する制限も､1992年モデル法と同じである｡

⑥インディアナ州

インディアナ州は､被保険者の特性を ｢小雇用主に対して保険料率

を設定するさいに保険者が考慮し決定する小雇用主の人口統計的また

はその他の適切な特性｣と定義しており (インディアナ州保険法第8

章第15節第 6条を参照)､その種類については明示していないO しか

し健康状態 ･保険金支払実績 ･契約の継続期間は､被保険者の特性に

は含まれない｡

そして健康状態 ･保険金支払実演 ･契約の継続期間の使用を静め､

それによって生じる料率の格差を ｢中間料率±35%｣つまり｢2.08:1｣

以内に制限している｡ ｢中間料率 (midpointrate)｣とは､被保険者

の特性と医療保険が類似した小雇用主に適用される基礎料率と最高料

率の算術平均である (第8章第15節第4条を参照)0

年間の料率の引き上げ率に対する制限は､1992年モデル法と同じで

ある｡

⑦ミネソタ州

ミネソタ州は､被保険者の特性を ｢小雇用主に対して保険料率を設

定するさいに保険者が考慮し決定する小雇用主の明確な特性｣と定義
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しており (ミネソタ州保険法第62L.02条6項を参照)､その種類につ

いては明示していないOただし ｢性別｣の使用は禁止している｡

そして健康状態 ･保険金支払実績 ･産業 ･契約の継続期間の使用を

認め､それによって生じる料率の格差を ｢指標料率±25%｣以内に刺

限している｡これに加えて､年齢の使用によって生じる料率の格差を

｢指標料率±50%｣まで認めている｡また､保険者は保険監督官の認

可を受けて､3つまでの地域を設定し､それぞれの地域に対して別々

の指標料率を設定することができる｡ただし､地域間の指標料率の格

差は20%以内でなければならない｡

年間の料率の引き上げ率は､①指標料率の変化率､②雇用主の従業

員または扶養家族の保険金支払実漬 ･健康状態 ･契約の継続期間によ

る､年間15%を上回らない調整､③保障内容の変更または被保険者の

特性の変化による調整､の合計以内に制限しており､(丑が1992年モデ

ル法 (同法は ｢新契約の料率の変化率｣)と異なっている｡

⑧ミズーリ州

ミズーリ州の主要な料率規定は､以下の点以外は1992年モデル法と

1992年モデル規則と同じである｡すなわち､保険者が被保険者の特性

として ｢産業｣を使用する場合､1992年モデル法は最高の料率係数を

最低の料率係数の15%以内に制限しているが､ミズーリ州法は10%以

内に制限している (第379.936条 1項(6)を参照)｡また ｢団体規模｣

を使用する場合､1992年モデル規則は最高の料率係数を最低の料率係

数の20%以内に制限しているが､ミズーリ州法は制限していない｡

年間の料率の引き上げ率に対する制限も､1992年モデル法と同じで

ある｡
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⑨ノースカロライナ州

ノースカロライナ州は､被保険者の特性として年齢 ･性別 ･家族構

成 ･地域の使用を認めている｡保険者は､これらの危険要因のみに基

づいて料率を算定する調整地域料率方式を使用 しなければならない

(ノースカロライナ州保険法第50節第130条(b)項を参照)｡そして､

同じ医療保険に加入し､被保険者の特性が類似した/J､雇用主に課され

る料率の格差を ｢調整地域料率±20%｣以内に制限している｡

｢調整地域料率±20%｣は ｢被保険者の特性｣以外の危険要因の使

用によって生じる料率の格差に対する制限である｡つまりノースカロ

ライナ州は､健康状態などの使用を認めているQ前記のように､料率

幅方式は ｢健康状態｣に基づく料率の格差を認めているが､調整地域

料率方式と純粋地域料率方式は禁止 している｡これによれば､ノース

カロライナ州は料率幅方式である｡なお､GAO (2003)は同州を調整

地域料率方式としている｡

料率の引き上げについては､団体の構成が20%以上変化 しないまた

は給付内容が変更されないならば､新契約 日または契約更新 日から12

か月間､保険者は料率を変更することはできない｡年間の料率の引き

上げ率は､①調整地域料率の変化率､②保険金支払実績 ･健康状態 ･

契約の継続期間による､年間15%を上回らない調整､③保障内容の変

更または被保険者の特性の変化による調整､の合計以内に制限してい

る｡こうした制限方法 ･内容も､モデル法が定める料率幅方式のそれ

と基本的に同じである｡

⑩オハイオ州

オ-イオ州は､被保険者の特性として地域 ･年齢 ･性別 ･産業 ･団

体規模 ･保険者が設定するその他の客観的基準の使用を認めている｡
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産業を使用する場合には､それによって生じる料率の格差を ｢全産業

分類に関わる料率係数の算術平均±15%｣以内に制限している｡

そして健康状態 ･保険金支払実績 ･契約の継続期間の使用を認め､

それによって生じる料率の格差を ｢中間料率±35%｣以内に制限して

いる.中間料率の定義 (オハイオ州保険法第3924.01条(k)項を参照)

は､上記のインディアナ州保険法のそれと同じである｡

年間の料率の引き上げ率に対する制限は､1992年モデル法と同じで

ある｡

⑳テネシー州

テネシー州は､契約クラスを ｢保険者の記録に示される小雇用主の

すべてまたは別個のグループ化｣と定義 している (テネシー州保険法

第2203条(7)項を参照)が､契約クラスの種類 と数については定めてい

ない｡被保険者の特性は ｢/ト雇用主に対 して保険料率を設定するさい

に保険者が考慮 し決定する小雇用主の人口統計的またはその他の客観

的特性｣と定義しており (第2203条(6)項を参照)､インディアナ州保

険法の定義とほとんど同じであるO被保険者の特性として ｢産業｣を

使用する場合には､それによって生じる料率の格差を ｢全産業分類に

関わる料率係数の算術平均±15%｣以内に制限している｡

そして健康状態 ･保険金支払実績 ･契約の継続期間の使用を認め､

契約クラス内の料率の格差を ｢指標料率±35%｣以内に､また契約ク

ラス間の指標料率の格差を25%以内に制限している｡中間料率の定義

(第2203条(15)項を参照)は､1992年モデル法の指標料率のそれと同

じである｡

年間の料率の引き上げ率に対する制限も､1992年モデル法と同じで

ある｡
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⑫テキサス州

テキサス州の主要な料率規定は､以下の点以外は1992年モデル法と

1992年モデル規則と同じである｡すなわち､被保険者の特性は ｢小雇

用主に関して､雇用主の従業員が居住する地域､それぞれの従業員と

扶養家族の年齢と性別､従業員と扶養家族の数､保険者が決定する適

切な産業分類､保険者が設定するその他の客観的基準｣と定義してい

るDしかし健康状態 ･契約の継続期間 ･加入者の妊娠またはその可能

性は､被保険者の特性には含まれない (テキサス州保険法第1501.201

秦(2)項を参照)｡

年間の料率の引き上げ率に対する制限も､1992年モデル法と同じで

あるO

⑲バージニア州

バージニア州は､危険分類要因 (riskclassificationfactors)とし

て､年齢 ･性別 ･地域の使用を認めている｡保険者は､これら3つの

危険要因のみに基づいて地域料率を算定しなければならないO地域料

率 (communityrate)とは ｢同じまたは類似 した医療保険について､

年齢 ･地域 ･性別の特性が同じすべての小雇用主団体に課される平均

料率｣である (バージニア州保険法第3431条B項を参照)｡なお､料率

期間は12か月である｡

そして健康状態 ･保険金支払実績 ･契約の継続期間の使用を認め､

それによって生じる料率の格差を ｢地域料率±20%｣以内に制限して

いる｡健康状態 ･保険金支払実績 ･契約の継続期間による料率の調整

は､当該小雇用主のすべての加入者に課される料率に均一に適用され

なければならないO
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バージニア州は ｢地域料率｣を算定しなければならないことを明記

しているが､それを ｢危険特性｣によって調整することを認めている

点で､フロリダ州とノースカロライナ州と同じであるoGAO (2003)

は同州を料率幅方式としている｡

⑭ウィスコンシン州

ウィスコンシン州は､契約クラスを ｢保険監督官が定めた規則にし

たがって決定された小雇用主のすべてまたは別個のグループ化｣と定

義している (ウィスコンシン州保険法第635.02条(3)項を参照)｡それ

は､小雇用主間における保険種類 ･マーケテイング方法 ･契約の継続

期間の差異に関わりなく､①医的引受けされた保険のすべての小雇用

主､②医的引受けされなかった保険のすべての小雇用主､③非系列保

険者との特定の再保険特約によって引き受けられた保険のすべての小

雇用主であり､保険者はこれら以外の契約クラスを設定することはで

きない｡

｢医的引受けされた保険 (medicallyunderwrittenpolicy)｣とは､

保険者が危険溝択のために､団体の保険金支払実績または適格加入者

の病歴に関する情報 を使用 したあとに引き受けられた保険である (ウ

ィスコンシン州保険規則第8.54条 (2)項(b)を参照)｡

被保険者の特性とは､年齢 ･性別 ･地域のような人口統計的 ･保険

数理に基づく特性である｡保険金支払実績 ･健康状態 ･職業 ･契約の

継続期間 ･その他の保険金支払実績に関連する要因は､被保険者の特

性には含まれない｡

そして､上記の ｢被保険者の特性｣に含まれない危険要因の使用を

認め､同じまたは類似 した医療保険に加入 し､被保険者の特性が同じ

小雇用主に対する料率の格差を ｢中間料率±30%｣以内に制限してい
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る｡中間料率とは､基礎料率と最高料率の算術平均である (ウィスコ

ンシン州保険法第635,02条(4m)項を参照)｡

年間の料率の引き上げ率に対する制限は､1992年モデ′レ法と同じで

ある｡

注5) 筆者は､WestlawとLexisNexisのデータ ･ベースにより､各州保険

法･保険規則が定める料率規定を2003年11月に調査した｡そしてその後､

規定の改正が行われているかどうかを確認するために､2004年 5月に再

度調査している｡

6) 2003年 7月において､14州の人口は料率幅方式を採用している全州の

人口の78.4%を占めている｡なお､各州の人口は推定値であり､U.S.

DepartmentofCommerce,U.S.CensusBureauによる｡

7) アリゾナ州保険法には､契約クラスの定義など､契約クラスに関わる

規定は存在しない｡以下本文で叙述する各州の料率規制において､アリ

ゾナ州のように契約クラスについて定めていない場合､この点の叙述は

省略する｡

8) ｢類似 した状況にある加入者 (simihrlysituatedindividual)｣の規

定と例示については､45C.F.R.奪146.121(a)(2004)を参照C

9) GAO (2003)は､料率幅方式と調整地域料率方式の要件を以下のよう

に叙述 している｡

･料率幅方式

保険料は小団体間で健康要因やその他の要因 (たとえば年齢 ･団体規

模 ･産業のような要因)によって制限範囲内で変わ りうる｡

･調整地域料率方式

健康状態の使用を禁止 している｡保険料は小団体間で地域 ･家族構

成 ･その他の要因 (たとえば年齢や性別のような要因)によって制限

範囲内で変わりうる｡

10) 1992年モデル法は､遅延加入者 (lateenrollee)を ｢当初加入期間

(initialenrollmentperiod)が最低30日間であるならば､医療保険の

約款で当初加入期間中に加入資格があり､当初加入期間のあとに医療保

険の加入を求める適格従業員または扶養家族｣と定義 している (第 3条

R項を参照)0
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2.調整地域料率方式

2004年において､12州が調整地域料率方式を採用している｡本章で

は､各州の料率規制の主要な内容 (保険者が使用できる危険要因や料

率格差の制限など)について叙述するu)O

①アラバマ州

アラバマ州は､調整地域料率を算出するさいに年齢 ･性別 ･地域 ･

家族構成のみの使用を認めている｡そして､年齢の使用によって生じ

る加入者 1人当たりの料率の格差を400%以内に制限しているOまた､

上記の4つの危険要因の使用によって生 じる料率の格差を ｢0,75-

1,25｣の範囲内に制限している｡保険者が団体規模を使用する場合に

は､それによって生じる料率の格差を ｢0.85-1.15｣の範囲内に制限

している｡

料率の変更 (引き上げ)に対する制限は､1995年モデル法と同じで

あるC

(診コロラ ド州

コロラド州は､被保険者の特性として年齢 ･地域 ･家族構成の使用

を認めているo保険者は ｢単一の指標料率 (singleindexrate)｣を

算出しなければならないo単一の指標料率は地域料率 (community

rate)と同一であり､すべての小国体保険の経験を使用して計算され

るOすべての小雇用主に適用される料率は､単一の指標料率に基づき､

被保険者の特性と医療保険によって調整されなければならない (コロ

ラ ド州保険規則4-6-7第5条A項(1)を参照)｡ しかし､被保険者の特

性と医療保険の使用によって生じる料率の格差については制限してい
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ない｡

③コネチカット州

コネチカット州は､年齢 ･性別 ･地域 ･産業 ･団体規模 ･家族構成

の使用を認めている｡他方､健康状態 ･保険金支払実績 ･契約の継続

期間の使用は明示的に禁止している｡

小雇用主の料率は､上記の分類 (危険要因)を反映させるために調

整される地域料率 (communityrate)に基づいて算定されなければな

らない｡そして､産業がいかなる産業分類にも関わる料率係数である

ならば､それによって生じる料率の格差を ｢全産業分類に関わる最高

料率係数と最低料率係数の算術平均±15%｣以内に制限している｡ま

た､団体規模に関わる最高の料率係数 と最低の料率係数の比率を

｢1.25:1.0｣以内に制限している｡

料率の変更 (引き上げ)に対する制限については､いかなる料率の

調整も被保険者の特性を反映させなければならない｡また､産業に関

わる料率係数の引き上げ率を年間5%以内に制限している｡

④メイン州

メイン州は､年齢 ･職業または産業 ･地域 ･家族構成 ･団体規模 ･

喫煙 ･ウェルネスプログラム-の参加の使用を認めている｡そして､

年齢 ･職業または産業 ･地域の使用によって生じる料率の格差を ｢地

域料率±20%｣以内に制限しているO

｢地域料率 (eommunityrate)｣とは､上記の7つの危険要因によ

る調整前の､すべての適格小団体に課される料率である (メイン州保

険法第2808-B粂 1項Bを参照)0

なお､ウェルネスプログラム (wellnessprograms)とは､企業が
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従業員と扶養家族の病気を予防 ･早期発見し､健康的なライフスタイ

ルを促進するために実施しているプログラムである｡それには ｢健康

診断プログラム｣と ｢ライフスタイル管理プログラム｣がある｡｢健康

診断プログラム｣には､一般的な健康診断や各種の検診があるO｢ライ

フスタイル管理プログラム｣には､禁煙プログラム ･フィットネスプ

ログラム ･減量プログラム ･栄養プログラム ･ス トレス管理プログラ

ムがあるO

⑤メリーランド州

メリーラン ド州は､年齢 ･地域 ･家族構成のみによる地域料率

(communityrate)の調整を認めている｡つまり､保険者が使用でき

る危険要因の種類は1995年モデル法の規定と同じである｡

メリーランド州保険法は､地域料率について ｢地域料率を算定する

さいに､健康状態または職業または本項で明示的に認可していないそ

の他のいかなる要因とも関わりなく､医療保険が保障しているすべて

の危険の経験に基づく料率設定方法を保険者は使用しなければならな

い｣ と定めている (第15-1205条(a)項(1)を参照)｡そして､年齢 と

地域による料率の調整を ｢地域料率±40%｣つまり ｢2.33:1｣以内に

制限している｡

⑥マサチューセッツ州

マサチューセッツ州は､被保険者の特性として年齢 ･家族構成 ･産

業 ･団体規模 ･適格従業員の保険加入率の使用を認めている｡年齢 ･

家族構成 ･産業の使用によって生じる料率の格差は制限していない｡

他方､団体規模と適格従業員の保険加入率の使用によって生じる料率

の格差は一定の範囲内に制限している｡
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保険者は実際の事業費のみに基づいて団体規模による料率の調整

を行 うことができるが､その値は0.95-1.05の範囲でなければならな

い｡また､保険者は ｢従業員 5人以下の団体に対 して100%､従業員6

人以上の団体に対して75%｣の最低限加入要件を下回る加入率の医痩

保険に対 して料率の調整を行 うことができるが､その値の範囲につい

ては明示していない｡

被保険者の特性 (5つの危険要因)のみに基づいて算定する料率が

｢団体基礎保険料率 (groupbasepremiumrates)｣であるOそれは､
I

それぞれの適格小団体のすべての適格従業員と適格扶養家族に課され

る保険料の合計を適格従業員数で割った ｢団体平均保険料率 (group

averagepremiumrates)｣である (マサチューセッツ州法第 Ⅰ部第

22編第176J章第 1条を参照)｡全危険要因の使用によって生じる料率

の格差に対する制限として､それぞれの小団体に課される団体基礎保

険料率を最低の団体基礎保険料率の2倍までに制限しているC

保険者は ｢団体基礎保険料率｣ に対して､以下の料率の調整を行う

ことが認められているO(丑保険者は給付水準 (数理的給付額の比率)

による料率の調整を行 うことができる｡②保険監督官は毎年､地域に

よるリスク調整のために､州を少なくとも5つの地域に区分しなけれ

ばならないO保険者は地域による料率の調整を行 うことができるが､

その値は0.8-1.2の範囲でなければならない｡③保険監督官が定める

最低限の基準を満たしているウェルネスプログラムを従業員に提供し

ている適格小団体に対して保険者は料率を割 り引くことができるが､

その値は0.95-0.99の範囲でなければならない｡

⑦ミシガン州

ミシガン州は2004年 1月から料率規制を実施している｡保険者は､

-17-



アメリカにおける州政府の医療保険料率規制

医療保険の保険料を調整するために､10の地域まで設定することがで

きる｡そして､地域ごとの保険料を設定するさい､非営利の保険者 (ブ

ルークロス ･ブルーシール ド)は産業と年齢のみを､HMOは産業 ･

年齢 ･団体規模のみを､営利の保険者は産業 ･年齢 ･団体規模 ･健康

状態のみを使用することができる｡

そして､非営利の保険者とHMOが設定する保険料の格差を ｢指標

料率±35%｣以内に､営利の保険者が設定する保険料の格差を ｢指標

料率±45%｣以内に制限している｡指標料率とは､ある地域において､

それぞれの医療保険について保険者が小雇用主に課す､従業員 1人当

たりの基礎保険料 (-最低保険料)と最高保険料の算術平均である(ミ

シガン州保険法第3701条(1)項を参照)a

保険者は､上記の危険要因のほかに､医療保険の種類 ･家族構成 ･

メディケアの受給資格も使用することができる｡保険者は､ある地域

のすべての小雇用主に対して､すべての危険要因を均一に適用しなけ

ればならない｡また､医療保険の種類 ･家族構成 ･メディケアの受袷

資格を除いて､保険者は混合料率 (compositerate)のみによって小

一雇用主団体の料率を設定しなければならず､小雇用主団体の1人また

は複数の従業員の保険料が他の従業員の保険料よりも高く設定するこ

とはできない｡

保険料の引き上げ率は ｢指標料率の年間の引き上げ率｣と ｢産業 ･

年齢 ･団体規模 ･健康状態 (上記のように保険者によって異なる)に

基づく引き上げ率 (年間15%以内)｣の合計以内に制限している｡

ミシガン州は､使用できる危険要因の種類は保険者によって異なっ

ている｡また､産業 ･年齢 ･団体規模 ･健康状態の使用によって生じ

る料率の格差は制限しているが､医療保険のオプション ･家族構成 ･

メディケアの受給資格の使用によって生じる料率の格差は制限してい
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ない｡

また､ミシガン州は ｢指標料率±Ⅹ%｣の手法で料率の格差を制限

している｡前章で叙述 したように ｢指標料率±Ⅹ%｣は料率幅方式で

採用され､ ｢危険特性｣の使用によって生じる料率の格差を制限して

いる｡それに対 してミシガン州は､第 1に ｢危険特性｣の使用は禁止

しており (ただし営利の保険者については ｢健康状態｣ の使用を認め

ている)､第2に ｢指標料率±Ⅹ%｣は ｢被保険者の特性｣ の使用に

よって生じる料率の格差を制限している点において料率幅方式と大き

く異なっており､むしろ調整地域料率方式に該当しているといえる｡

⑧ニューハンプシャー州

ニューハンプシャー州は､年齢と団体規模のみに基づいて地域料率

に格差をつけることを認めている｡小雇用主に課されるすべての保険

料は､地域料率方式のみに基づかなければならない｡

地域料率は､性別 ･地域 ･職業 ･健康状態 ･保険金支払実績 ･契約

の継続期間による修正が行われず､それぞれの家族構成 (単身 ･夫婦 ･

家族を含む)に対して計算される単一の平均保険料として設定されな

ければならない (ニューハンプシャー州保険法第420-G:4粂 Ⅰ項(a)を

参照)0

そして､年齢の使用によって生じる料率の格差を ｢3:1｣以内に制

限している｡また､団体規模に基づく最高係数を最低係数の20%以下

に制限している｡

⑨ニュージャージー州

ニュージャージー州は､年齢 ･性別 ･地域のみに基づいて地域料率

を調整することを認めている｡地域料率方式とは､保険に加入するす

-19-



アメリカにおける州政府の医療保険料率規制

べての人々に対して保険者が設定する保険料が､年齢 ･性別 ･健康状

態 ･地域 ･職業に関わりなく､リスクプール全体q)経験に基づいて同

じである料率設定方式である (ニュージャージー州保険法第27A章第

17条を参照)0

そして､3つの危険要因の佳用によって生じる料率の格差を200%

以内に制限している｡

⑩オレゴン州

オレゴン州は､年齢 ･地域 ･家族構成のみの使用を認めているoそ

して､地域の使用によって生じる料率の格差を ｢地域平均料率±33%｣

以内に制限している｡ ｢地域平均料率 (geographicaveragerate)｣

とは､それぞれの地域における最低の保険料と最高の保険料の算術平

均である (オレゴン州保険法第743.730条(16)項(a)を参照)｡しかし､

年齢と家族構成の使用によって生じる料率の格差については制限して

いないO

料率の変更 (引き上げ)に対する制限については､保険者は12か月

以内に料率を引き上げることはできない｡料率の引き上げ率は､①地

域平均料率の変化率､②年齢の変化と家族構成の差異による調整､の

合計以内に制限している｡

⑪ロー ドアイラン ド州

ロー ドアイランド州は､年齢 ･性別 ･家族構成のみの使用を認めて

いる｡保険者は､調整地域料率に基づいて料率を算出しなければなら

ず､上記の危険要因のみによって料率に格差をつけることができる｡

そして､家族構成の使用によって生じる料率の格差を4倍以内に制

限している｡年齢と性別の使用によって生じる料率の格差については
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制限していない｡

料率の変更 (引き上げ)に対する制限については､1995年モデル法

と同じである｡

⑳ワシントン州

ワシントン州は､保険者が調整地域料率を算定するさいに､年齢 ･

地域 ･家族構成 ･ウェルネス活動のみの使用を認めている｡そして､

年齢の使用によって生じる料率の格差を375%以下に制限している｡ま

た､ウェルネス活動による料率の割引率を20%以内に制限している0

料率の変更 (引き上げ)に対する制限については､1995年モデル法

と同じであるO

注11) 各州の料率規制において､料率の変更 (引き上げ)について定めてい

ない場合､この点の叙述は省略しているC

3.純粋地域料率方式

NAICモデル法は純粋地域料率方式について定義しておらず､した

がって同方式は採用していない｡

アメリカアクチュアリー会と会計検査院の定義によれば､純粋地域

料率方式は､同じ医療保険に加入する小雇用主に対して､地域と家族

構成のみを使用して料率を設定する方式である12)0

しかし､地域と家族構成以外の危険要因の使用を認めていても､年

齢 と性別の使用によって生 じる料率の格差を厳 しく制限 してい

る場合には ｢ほとんど純粋な地域料率方式 (nearlypureCommunity
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rating)｣ とみなす論者 もいる13)ら

上記の定義にしたがえば､純粋地域料率方式を採用している州はニ

ューヨーク州とバーモン ト州である (ニューヨーク州は2003年の同州

保険法､バーモン ト州は2004年の同州保険法 ･保険規則による)0

ニュー ヨーク州は､1993年に/ト雇用主医療保険の改革を実施 し

た｡料率規制では､それ以来､地域 と家族構成のみの使用を認める

純粋地域料率方式を採用 している｡

バーモン ト州は､小団体保険の保険料を設定するさいに ｢地域

料率方式 (commllmityratingmethod)｣を使用 しなければなら

ない｡そのさいに､危険分類要因である ｢年齢｣｢性別｣｢地域｣

｢産業｣｢医的審査 ･査定｣｢経験料率方式｣｢階層料率方式｣｢段

階料率方式｣の使用を禁止 している｡保険監督官は､地域料率方

式で危険分類要因の使用を認める場合､そのための基準 と方法を

規則で定めなければな らない｡ただ しその場合､保険料は ｢地域

料率±20%｣以内でなければならず､また保険監督官はいかなる

医的審査･査定をも認めてはならない (バーモント州保険法第4080a

粂(h)項を参照)0

規則では､個々の小団体に対 して､地域料率を上記の危険分類

要因 (料率設定方法)によって調整することができるが､保険料

は ｢地域料率±20%｣以内でなければな らない (ただ し非営利の

保険者は地域料率の調整を認めて られていない)0

しか しこうした規定に関わらず､2000年 1月 1日時点で､保険

者は新契約の保険料 を地域料率から希離 させることはできないD

また保険者は､以下のスケジュールにしたがって､2000年 1月 1

日時点における保有契約の保険料の帝離 を段階的に廃止 しなけ

ればな らない (バーモ ン ト州銀行 ･保険 ･証券 ･医療規則99-H
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第B粂 8項を参照)｡

･契約応当日が2000年 1月 1日から2000年12月31日までのすべての更

新契約 :15%までの帝離

･契約応当日が2001年 1月 1日から2001年12月31日までのすべての更

新契約 :10%までの帝離

･契約応当日が2002年 1月 1日から2002年12月31日までのすべての更

新契約 :5%までの帝離

･契約応当日が2003年 1月 1日以後のすべての更新契約 :帝離なし

バーモン ト州は､1992年に小雇用主医療保険の改革を実施 したo

料率規制では､料率の格差を当初 ｢地域料率±40%｣に制限 した

が､1994年に ｢地域料率±200/.｣に変更 した14)｡そ して､新契約

の料率の格差を2000年に禁止している｡また､更新契約の料率の格差

を2000年から段階的に縮小 し､2003年に禁止 している｡

したがって現在､保険者は同じ医療保険に加入する小雇用主に対し

て ｢家族構成｣のみを使用して料率を算定しなければならない｡家族

構成とは､①単身､② 2人 (大人2人または大人 1人子供 1人)､③家

族である｡その他の分類は､保険監督官が認可した場合､届出 ･使用

することができる (バーモン ト州銀行 ･保険 ･証券 ･医療規則99-班

第B条 3項を参照)0

注12) 中浜 (2004)を参照｡

13) Hall(2000/2001),p.377.なお､Hallは7州が ｢純粋地域料率方式｣

または ｢ほとんど純粋な地域料率方式｣を採用 しているとしている

(Hall,2000,p.184)0

14) Hall(1998),p.9.なお､中浜 (2004)の第 2章で叙述したように､コ
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スル保険監督官 (バーモント州)は1995年3月開催のNAIC執行委員会

で ｢バーモン ト州は80%の料率格差を認めており｣と発言しているが､

｢80%の料率格差｣とは ｢地域料率±40%｣のことを指しているoLか

し厳密に言えば､1995年3月時点では ｢地域料率±20%｣に変更してい

る｡

他方､フィックス氏 (ニューメキシコ州)は ｢ニューメキシコ州議会

は､調整地域料率方式を採用し.性別に基づく料率の格差を制限する州

規制-の変更を最近､採択した｣と発言している｡

ニューメキシコ州は1991年に小雇用主医療保険の改革を実施し､料率

規制として料率幅方式を採用したが､年齢 ･性別 ･地域 ･喫煙習慣のみ

を使用 して料率を算定する調整地域料率方式を1995年 1月に採用 して

いる｡しかし､調整地域料率方式は ｢新契約｣の ｢加入者が負担する保

険料｣に対してのみ適用されている (雇用主が支払 う保険料に対しては

｢健康状態｣と ｢職業または産業｣を使用して算定することを認めてい

る)｡ニューメキシコ州保険法第59A章第23C節第5.1条を参照｡

4.危険要因と料率格差

表 1は､1990年代後半において ｢年齢｣と ｢健康状態｣ の使用によ

って生じる料率の格差を制限している州数を示 したものである｡

まず年齢については､次章第 2節で叙述するように､2003年または

2004年に料率幅方式と調整地域料率方式を採用 しているすべての州は

年齢の使用を認めている｡

1999年に年齢の使用によって生じる料率の格差を制限しているの

は16,州であり､料率の格差を1倍超 2倍未満に制限している州 (4州)

もあれば､5倍以上6倍未満に制限している州 (2州)もあり､格差

の範囲は州によって異なっている｡料率の格差を禁止 しているのは 1

州 (ニューヨーク州)のみである｡
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表I r年齢｣と｢健康状態｣による料率の格差を制限している州敢

年齢

格差の範囲 ー995年 96年 97年 98年 99年

禁 止 1 1 : l 1 1

ll-1.g i 3 l3 4I 4 4

20～2.9 1 3 3 5 5 〇

30.-3.9.1 3 3 1 1 1

4.0-4.9 1 ー 2 2 3 3

5.0-5.9 1 1 1 2 2 2

60-6.9 1 0 0 0 0 0
未制定 38 35 35 34 34

合 計 50 ･ 50 50 50 50

健康状態

格差の範囲 1995年 96年 97年 98年 99年

禁 止 9 ll ! 12 14 13

1,1-19 1 23 22 22 19 21

20-29 1 8 9 9 9 8

3.0-39.1 0 0 0 0 a
40-4.9 1 0 0 0 0 0

5 1 3 3 3 3 3

未制定 7 5 5 5 5

合 計 50 50 50 50 50

(出典)Chollet,EirkandSlmOn(2000)

下記の健康状態の場合とは尭なって､多くの州 (34州)は料率の格

差を制限していない｡それは第 1に､それぞれの小雇用主の料率に与

える年齢と健康状態の使用の影響が異なるためである｡年齢は健康状

態と相関関係があり､年齢構成の相違によって小雇用主のあいだで大

幅な料率の格差を生じさせるoLかし年齢の場合､保険者はすべての

小雇用主の従業員の年齢階層ごとの平均的な保険金支払実績に基づい
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て料率を設定する｡つまり､ある小雇用主に高年齢でリスクの高い従

業員がいても､小雇用主 (同年齢のリスクの高い加入者とリスクの低

い加入者)のあいだでリスクが分散されるために､その小雇用主の料

率の増加は緩和される｡

第 2に､年齢が低い従業員は一般にリスクが低いが､他方で年齢が

低い従業員は平均所得も少ない (したがって保険料の負担が大きい)

ためである上5)Oほとんどの小雇用主医療保険では､雇用主は従業員に

1種類の医療保険のみを用意している｡従業員は単身保険 (従業員の

みが加入する保険)と家族保険 (従業員と扶養家族が加入する保険)

のどちらかを選択する｡そして大部分の場合､従業員も保険料を拠出

している｡団体の保険料 (従業員 1人当たりの保険料)は､それぞれ

の団体のリスクが異なるために異なっているO しかし従業員は､それ

ぞれの従業員のリスクは異なっていても､選択する医療保険 (単身保

険または家族保険)が同じ場合､同額の保険料を負担している｡つま

り保険料は､団体間では格差があるが､団体内では同一である｡

団体の料率が引き上げられ､従業員の保険料負担が増加する場合､

年齢の低い (リスクの低い)従業員は医療保険に加入 しなくなる傾向

がある18)oまた､年齢の使用が禁止されている場合､従業員の平均年

齢が低い団体の料率は高くなるために､そのような小雇用主は従業員

に医療保険を提供 しなくなる可能性がある｡つまり､多くの州が年齢

による料率の格差を制限していないのは､団体内のリスクの低い従業

員と従業員の平均年齢の低い団体が医療保険に加入しなくなり､した

がって保険団体においてリスクの高い加入者の比重が高くなるのを防

止するためである｡

他方､健康状態については､1999年にほとんどの州 (45州)が健康

状態の使用によって生じる料率の格差を制限している｡そのなかで､
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13州は料率の格差を禁止し､21州は料率の格差を1倍超2倍未満に制

限している｡つまり､大部分の州は健康状態の使用によって生じる料

率の格差を比較的厳しく制限している｡健康状態の使用は､調整地域

料率方式と純粋地域料率方式では禁止されている17)0

ほとんどの州が健康状態の使用によって生じる料率の格差を制限

しているのは､第 1に､上記の年齢の場合とは異なって､保険者はそ

れぞれの小雇用主の従業員の健康状態に基づいて料率を設定するため

である｡したがって､ある小雇用主にリスクのかなり高い従業員がい

る場合､その小雇用主の料率は大幅に増加する｡

第2に､健康状態は､他の危険要因よりも料率の変動に大きな影響

を与えるためである｡つまり従業員の健康状態は､年齢や性別のよう

な被保険者の特性とは異なって大幅に変化しうるためであり､場合に

よっては料率を大幅に増加させるためである｡

第3に､保険者が医的引受けを行う場合､健康状態の使用は､保険

者の事業費 (したがって小雇用主医療保険の付加保険料)を大幅に増

加させるためである｡

図 1は､1990年～97年において ｢健康状態｣ の使用によって生じる

料率の格差を制限している州数を示したものである｡これによると､

第 1に､NAlCが1990年代初めにモデル法を制定したことを受けて､

州保険法を改正し､医療保険制度改革として料率規制を実施する州が

増加している｡

第2に､健康状態によって生じる料率の格差を比較的厳しく制限す

る州が次第に増加している｡つまり､料率幅方式を採用している州の

なかで､料率の格差を ｢1.5:1｣以内と比較的厳しく制限するJJ+はミ次

第に増加している｡
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図1 ｢健康状態｣による料率格差の制限
州数

50

40

30

20

10

0

I990 19 9 1 1992 1993 19 9 4 199 5 1996 1997

･{禁止 □ ｢15 1｣以内の制限 ■ ｢1.5･l｣超の制限 口制限なし:

(出典)Curtisetal,(1999)

第3に､健康状態の使用を禁止する州も次第に増加している｡それ

は､調整地域料率方式と純粋地域料率方式を採用する州が増加 したた

めである｡また､次章第2節で叙述するように､調整地域料率方式と

純粋地域料率方式を採用している州は､保険者が使用できる危険要因

の種類について､料率幅方式を採用している州よりも厳しい規制を行

っている｡

このように､危険要因の種類と料率の格差に対する制限において､

1990年代に厳しい料率規制を行 う州が次第に増加 しているといえる｡

注15) 1999年における年齢階層ごとの所得水準については､次の文献を参照｡

U.S,CensusBureau(2000);DalakerandProctor(2000).
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16) この点については､CooperandSchone(1997)を参照0

17) 第 1章で叙述 したように､料率幅方式を採用している州は ｢危険特性

(健康状態 ･保険金支払実績 ･契約の継続期間)Jの使用によって生じ

る料率の格差を制限している｡したがって､ここでの ｢健康状態｣の使

用によって生じる料率格差の制限は ｢健康状態｣のみではなく ｢健康状

態｣を含む ｢危険特性｣の使用によって生じる料率格差の制限を示して

いる｡

5.料率設定方式と規制内容

第 1章と第2草では､2004年において料率幅方式を採用している主

要14州と調整地域料率方式を採用 している12州の主要な規制内容につ

いて叙述した｡本章では､各州保険法 (料率幅方式34州と調整地域料

率方式12州)とモデル法の規制内容の異同について叙述する｡

(1)契約クラス

モデル法では､別個の契約クラスの設定を料率幅方式は認めている

が､調整地域料率方式は認めていない｡1992年モデル法は､契約クラ

スについて定義し､契約クラスの種類を3つ定め､3種類の契約クラ

ス全体で契約クラスの数を9つまで認めている (つまりそれぞれの契

約クラスの種類に対する制限はない)｡なお1990年モデル法は､契約ク

ラスの種類を4つ定め､4種類の契約クラスそれぞれについて契約ク

ラスの数を2つまで認めている｡

それに対して各州 (34州)の保険法では､アラスカ州やアリゾナ州

など10州は､奥約クラスの定義､契約クラスの種類と数､契約クラス

間の指標料率の格差に対する制限など､奥約クラスに関わる事項を定
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めていない｡

テネシー州は､契約クラスについて定義しているが､契約クラスの

種類と数については定めていない｡ケンタッキー州 ･ニューメキシコ

州 ･ウィスコンシン州は､契約クラスについて定義し､契約クラスの

種類についても定めているが､契約クラスの数については定めていな

い｡アーカンソー州やアイオワ州など7州は､それぞれの契約クラス

の種類に対して契約クラスの数を制限している｡なお､アーカンソー

州 ･サウスカロライナ州 ･サウスダコタ州 ･ウェス トバージニア州の

うち､サウスカロライナ州以外の3州の契約クラスの種類と数の規定

は､1990年モデル法と同じである(サウスカロライナ州は契約クラスの

種類の内容がモデル法と異なっている)｡

そして､アーカンソー州やイリノイ州など8州は､契約クラスの数

をモデル法よりも厳しく制限している｡1992年モデル法と同じ契約ク

ラスの種類と数を定めているのは､デラウェア州やアイダホ州など12

州である (以上､表 2を参照)0

このように多くの州は､契約クラスについてモデル法とは異なる規

定をしている｡
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表2 料率幅方式の規制内容

州 契約クラス 料率格差の制限
定義 種類 敬 契約クラス内 契約クラス間

アラスカ なし 規定なし 規定なし 指標料率±35% 規定なし

アリゾナ* なし 規定なし 規定なし 指標料率±60% 規定なし

アーカンソー あり 4つ 8つまで 指標料率±25% 20%

カリフォルニア* なし 規定なし 規定なし 標準従業員 リズク料率±10%指標料率±35% 規定なしデラウエア あり 3つ 9つまで 20% /

フロリダ* なし 規定なし 規定なし 調整地域料率±15% 規定なし

ジョージア* なし 規定なし 規定なし プール料率±25% 規定なし

アイダホ あり 3つ 9つまで 指標料率±50% 20%

イ リノイ* あり 3つ 4つまで 指標料率±25% 20%

インディアナ* なし 規定なし 規定なし 中間料率±35% 規定なし

アイオワ あり 3つ 6つまで 指標料率±25% 20%

カンザス あり 3つ 9つまで 指標料率±25% 20%

ケンタッキー あり 2つ 規定なし 指標料率±25% 10%

ルイジアナ あり 3つ 6つまで 指標料率±33% 20%

ミネソタ* なし 規定なし 規定なし 指標料率±25% 規定なし

ミシシッピ あり 3つ 9つまで 指標料率±25% 20%

ミズー リ* あり 3つ 9つまで 指標料率±25% 20%

モンタナ あり 3つ 9つまで 指標料率±25% 20%

ネブラスカ あり 3つ 9つまで 指標料率±25% 20%

ネバダ あり 3つ- 9つまで 指標料率±30% 20%

ニューメキシコ あり 2つ 規定なし 指標料率±20% 20%

ノースカロライナ* なし 規定なし 規定なし 調整地域料率±20% 規定なし

ノースダコタ あり 3つ 9つまで 指標料率±20% 15%
オハイオ* なし 規定なし 規定なし 中間料率±35% 規定なし

オクラホマ あり 3つ 9つまで 指標料率±25% 20%

サウスカロライナ あり 4つ 8つまで ■指標料率±25% 20%
サウスダコタ あり 4つ 8つまで 指標料率±25% 20%
テネシー* あり あり 規定なし 指標料率±35% 25%

テキサス* あり 3つ 9つまで 指標料率±25% 20%
ユタ あり 3つ 9つまで 指標料率±30% 20%

バージニア* なし 規定なし 規定なし 地域料率±20% 規定なし

ウエストJrしこシ○ア あり 4つ 8つまで 指標料率±30% 20%
ウィスコンシン* あり 3つ 規定なし 中間料率±30% 規定なし

(注)*:第 1章で叙述した14州

(出典)各州保険法より筆者作成
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(2)被保険者の特性

図2は､料率幅方式と調整地域料率方式について､1992年モデル法

が ｢被保険者の特性｣として明示している危険要因の使用を認めてい

る州数を示したものである｡

図2使用できる危険要EEl

料率幅方式

年齢

性別

産業

地域

家族構成

国体規模

･..◆.........

■ 】

l苧㌍ 堅 箪 薫 燕 ヂ㌍ 二手狩

J 】

ll

lI l

l

州数 10 12 14 16 18 20 22 2J1 26 28 30 32 34

調整地域料率方式

年齢

性別

産業

地域

家族構成

団体規模

州教 0 2 4 6 8 10 12

(出典)各州保険法より筆者作成
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1992年モデル法は､被保険者の特性を ｢保険者が保険料率を決定す

るさいに考慮する小雇用主の人口統計的特性またはその他の客観的特

性｣と定義し､年齢 ･性別 ･産業 ･地域 ･家族構成 ･団体規模を明示

しているCそこで､第 1章で叙述したテネシー州保険法のように被保

険者の特性を上記の1992年モデル法と実質的に同じ定義をし､そして

その種類について明示していない場合には､保険者は1992年モデル法

が明示 している危険要因を使用できるものとみなしている｡

料率幅方式では､年齢の使用はすべての州が認め､その他の5つの

危険要因の使用も大部分の州が認めている｡調整地域料率方式では､

年齢の使用はすべての州が認め､地域と家族構成の使用は大部分の州

が認めている01995年モデル法は､地域 ･家族構成 ･年齢の使用を認

めているoLたがって､調整地域料率方式を採用している大部分の州

は､これらの使用を謎めている.他方､1995年モデル法が認めていな

い性別 ･産業 ･団体規模の使用を認めている州もある｡なお､第3章

で叙述したように､純粋地域料率方式を採用している州は､地域と家

族構成のみの使用を認めている｡

それぞれの危険要因の使用を認めている州の割合で料率幅方式と

調整地域料率方式を比較すると､年齢の使用を認めている州の割合は

同じ (100%)であるが､その他の5つの危険要因を認めている州の割

合は料率幅方式が上回っている｡

調整地域料率方式と純粋地域料率方式を採用している州は､保険者

が使用できる危険要因について､料率幅方式を採用している州よりも

厳しい規制を行っている｡

(3)料率格差の制限

料率幅方式では､モデル法は契約クラス内の料率の格差を ｢指標料
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率±25%｣以内に､契約クラス間の指標料率の格差を20%以内に制限

している｡

各州 (34州)保険法では､15州が契約クラス内の料率の格差をモデ

ル法と同じ ｢指標料率±25%｣以内に制限している｡他方､13州はモ

デル法よりも緩く､6州 (フロリダ州ト ノースカロライナ州 ･バージ

ニア州を含む)はモデル法よりも厳しく制限している｡

また､20州は契約クラス間の指標料率の格差をモデル法と同じ20%

以内に制限しているO他方､モデル法よりも緩く規制している州は1

州 (テネシー州)､厳しく規制している州は2州 (ケンタッキー州とノ

ースダコタ州)のみである｡また､本章第 1節で叙述したように､契

約クラスについて定めていないことに対応して､10州 (フロリダ州 ･

ノースカロライナ州 ･バージニア州を含む)は契約クラス間の指標料

率の格差に対する制限について定めていないOウィスコンシン州は､

契約クラスについて定義し､契約クラスの種類についても定めている

が､契約クラス間の中間料率の格差に対する制限については定めてい

ない (以上､前掲の表2を参照)0

調整地域料率方式では､モデル法は3つの危険要因 (年齢 ･地域 ･

家族構成)を認め､年齢の使用によって生じる料率の格差を制限して

いる｡

各州 (12州 ) 保険法では､前節で叙述したように､いくつかの州は

モデル法が静めていない危険要因の種類を認めている｡また､前章で

叙述したように､多くの州は年齢の使用によって生じる料率の格差は

制限していない｡

しかし他方で､9州は年齢以外の危険要因の使用によって生じる料

率の格差を制限している｡さらに､アラバマ州とマサチューセッツ州

は､個々の (特定の)危険要因の使用によって生じる料率の格差に対
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する制限に加えて､全危険要因の使用によって生じる料率の格差も制

限している｡ニュージャージー州は､個々の (特定の)危険要因の使

用によって生じる料率の格差は制限していないが､全危険要因の使用

によって生じる料率の格差を制限している (以上､表 3を参照)0

表3 調整地域料率方式の規制内容

州 特定の危険要因の制限 全危険要因の制限

アラバマ 年齢､団体規模 0_75-1.25

コロラ ド 規定なし 規定なし

コネチカット 産業､団体規模 規定なし

メイン 年齢､職業または産業､地域 規定なし

メリーラン ド 年齢､地域 規定なし

マサチューセッツ 団体規模､従業員の保険加入率 2倍

ミシガン 年齢､産業､地域､団体規模(保険者によって異なる)年齢､団体規模 規定なしニューハンプシャー 規定なし

ニュージャージー 規定なし 200%

オレゴン 地域 規定なし

ロー ドアイラン ド 家族構成 規定なし

(出典)各州保険法より筆者作成

6.料率設定方式と料率格差

表4は､料率設定方式とリスクの異なる小雇用主団体の保険料を比

較したものである｡各都市の医療保険はHMO(HealthMaintenapCe

Orgami2;ation)またはPPO(PreferredProviderOrganization)で同

じ種類である｡
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表 4 小雇用主団体の月払保険料 (2000年)

保険者 保険の種類等 団体 1 ti]体 2 団体 3 保険者 保険の種類等 団体 1 臼体 2 団体3

カ リフォルニア州 (料率幅方式) サクラメン ト フロリダ州 (調整地域料率方式 .料率拍方式) オー-ラン ト

保険者 1保険者 2保険者 3保険省 4 LIA40/NA/i5 t1,312 $1,.u2(0%) S1,989(52%) 保険者 1保険者 2 PPO/$5.00/SID $1.644 Sl,807(1哨) $3.184(9哨)

IMO/NA/S18 SⅠ,177 $1.177(0*) $1,753(49%) PPO′事500′Si5 $1.610 $1.769(lob) $3.117(94%)

lⅠKO/N̂/llS S1.101 Sl,lOl(0%) $1.638(49%) P一o/$500バ】5 i1.539 $1.691(Lot) $2,980(9鳩)

lⅣ0′hA/‡20 $1.033 $1.033(0%) SL,564(51%) PPn′事500′$15 Il,487 $1.634(lox) $2,879(94%)

lD(0′W/暮5 $1.40b $1.406(0%) $2,005(43%) lluD/NA/Ilo $lt587 $l.587 (0%) $2,839(79%)

1EuO′yA/Ilo 事1,35b $1,356(0%) Sl,970(45%) 保険者 3 PPO′事500′I15 $2,018 i2.055 (2%) 払 521(74%)

JlllO/NA′ー15)]NO/NA/520]lKO/NA′事2SlーKO/hA/$10 ll,300‡1,185$1.154$1,289 $1,SOD (0%)I】J85(0%)$1,15JI(0%)$1,289(0%) Sl.855(43%)Sl,690(43%)81,646(43%)等1,748(36%) llhlO′NA′I15 $1,44l SL,459 (1%) S2,371(65%)

メリーラン ト州 (謂整地域料率JJ式) ボルティモア

保険者 1 lruO/N̂/$10 !1.614 $1,614((瑞) t2.340(45%)

lLKO/hA/Ilo $l一615 $1.615(0%) $2.200(36%) 保険者 2 ーnLO′ⅣA/辛lo $2,414 一2,414((捕) f3,118(29%)

pro/iO/iIO $1.829. $1.829(0%) $2,827(55%) 保険者 3 Pro/!250/$20 $2,018 $2,Ol8(0先) $3,EH6(89%)
lDL0ハA/事15 31.73l $1.73l(0%) f2,520(46%) PJ'O/i250/$20 f1,675 i1.675(0%) $3,8B6(132%)

ID.0/VA/lュo 51,820 SL,820(0%) $3,100(70%) 保険者 4 ln(0/hA/事5 $1,746 S1.746(0㌔) ‡2.863(6JI%)

Pro/S500′I35 $1,4ノ17 51,447(0㌔) $2,496(72集) 保険者 5 l帆 /LlAl'SltI $1,667 $1.667 (鴫) I:～.063(84め

PPO′3250′I15 $1,838 S1.838 (帆) $3,127(70%) PPO/i750′事lO fl.761 f1.76J(0%) 事3.314(8飢)

テキサス州 (料率幅力式) オーステイン ニューヨー ク州 (純粋地域料率方式) オール-ニー

保険者 1 PPO/$250/$15 $1.603 $2,985(86%) SS,195(224%) 保険者 1保険者 2 l此0/NA′$lO' $1.976 S1,976(OX) 事1,976(0%)

保険者 2 pPO′事250′110 $1,67Jl .I.7)3 (2%) $3.O53 (82%) Pro/$500/SlD $2,150 S2.150(0%) $2,150 (0%)

保険者 3 P㌣O/i300′I】0 31.508 $2.445(62%) $5.876(290%) mLO/hA/S15 $2.020 $2.020(0%) $2,020(GS)

保険者 4 PPO/5250/flo $1.54ー $1.527(-1も) $3,134(103%) 保険者 3 PPO′iL250 I3,712 $3,712(0%) $3.712(0%)

(注)① r保険の挿類等｣は､医療保険の種類/ネットワーク外の医嫌機関を利用した場合の年間定額

控除額/ネットワーク内の医療機関で通院治嫌を受けたさいの自己負担額

②かっこ内の%は ｢団体 1｣の保険料に対する割増率

(出典)GAO(2001)

3つの団体は仮定上の小雇用主団体である｡それぞれの団体の加入

者は10人 (従業員7人と扶養家族 3人)であり､従業員 5人は単身保

険､従業員 2人は家族保険に加入する｡そして ｢団体 1｣はリスクの

低い団体､｢団体2｣は中程度のリスクの団体､｢団体3｣はリスクの

高い団体である18)0
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保険料は､小雇用主団体の月払保険料である｡なお､保険者 ･保険

の種類 ･年間定額控除額 ･1回の通院治療 (Officevisit)に対する自

己負担額が同じでも保険料が異なっているのは､保障内容が異なって

いるためである19)0

リスクの異なる3つの小雇用主団体の保険料を比較すると､その格

差は料率設定方式によって､また同じ料率設定方式でも保険者が使用

できる危険要因の種類と料率の格差に対する制限によって､大きく異

なっている｡

料率幅方式を採用 しているテキサス州では､保険料は保険者によっ

て大きく異なっているが､｢団体 1｣と ｢団体3｣で最大約4倍の格差

が生じている｡他方､カリフォルニア州では､被保険者の特性が類似

している ｢団体 1｣と ｢団体2｣の保険料は同じであり､また ｢団体

1｣と ｢団体3｣の保険料の格差は多くの医療保険で1.5倍以内になっ

ている｡同州は料率幅方式を採用している州のなかで比較的厳しい料

率規制を行っているといえる｡

調整地域料率方式を採用しているメリーリランド州では､｢団体 1｣

と ｢団体2｣の保険料は同じであり､また ｢団体 1｣と ｢団体3｣の

保険料の格差は1つの事例を除いて2倍以内になっている｡このこと

は ｢被保険者の特性｣の使用を制限し､｢危険特性｣の使用を禁止して

いる調整地域料率方式を反映しているといえる20)｡

純粋地域料率方式を採用しているニューヨーク州では､保険料は3

つの団体ともに同じである｡第 3章で叙述したように､純粋地域料率

方式は地域と家族構成のみの使用を認めている｡ここでの事例で保険

料の格差が生じていないのは､3つの団体の地域と家族構成が同じで

あることによるものである.
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注18) それぞれの団体の加入者の特徴は､以下のとおりであるo

団体 1-単身保険に加入する従業員 5人は､ 4人が25歳～28歳男性

(1人は喫煙者)､1人が26歳 ･非喫煙の女性である｡家族保険に

加入する従業員 2人は､1人が29歳 ･非喫煙の女性 (25歳の配偶者

あり)､もう1人が34歳 ･非喫煙の男性 (34歳の配偶者 と7歳の女

児あり)である｡

団体 2-単身保険に加入する従業員 5人は､4人が24歳～27歳男性

(1人は喫煙者)､ 1人が25歳 ･非喫煙 ･糖尿病の女性である｡家

族保険に加入する従業員 2人は､1人が28歳 ･非喫煙の女性 (25歳

の配偶者あり)､もう1人が33歳 ･非喫煙の男性 (34歳の配偶者 と

7歳の女児あり)である｡｢団体 2｣は､｢被保険者の特性｣は ｢団

体 1｣と賛似 している (したがってリスクはほとんど同じである)

が､｢危険特性｣で ｢団体 1｣よりもリスクが高い｡

団体 3-単身保険に加入する従業員 5人は､4人が25歳～48歳男性

(4人のうち 1人は喫煙者､ 1人は糖尿病あり)､ 1人が25歳 ･非

喫煙 ･糖尿病の女性であるO家族保険に加入する従業員 2人は､1

人が51歳 ･非喫煙の男性 (46歳の配偶者あり)､もう1人が58歳 ･

喫煙の男性 (48歳の配偶者と12歳の男児あり)である｡｢団体 3｣

は､｢匡卜体 1｣ と ｢団体 2｣よりも ｢被保険者の特性｣で従業員の

｢年齢｣が高く (したがってリスクが高く)､｢危険特性｣でもリス

クが高い｡

19) HMOの年間定額控除額が NA (notapplicable)になっているのは､

HMOは一般にネットワーク内の医療供給者 (HMOと契約を締結 して

いる医療供給者)が行ったサービスのみに対して給付 しているためであ

る｡

20) 第 1章で叙述 したように､フロリダ州は2001年 7月に健康状態 ･保険

金支払実績 ･契約の継続期間の使用を認めている｡フロリダ州で､被保

険者の特性が類似 している ｢団体 1｣と ｢団体 2｣の保険料に格差が生

じているのは､このことによる可能性がある｡
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むすび

全米保険監督官協会 (NAIC)が1990年代初めに制定したモデル法

は､料率規制について定めている｡料率規制は､リスク細分化の防止

と料率格差の抑制によってリスクの高い小雇用主の保険料負担可能性

を改善するという点において､医療保険制度改革の手段のなかでもっ

とも重要な手段である｡

料率設定方式の基本的種類には､料率幅方式､調整地域料率方式､

純粋地域料率方式がある｡1990年モデル法と1992年モデル法は料率幅

方式を採用している｡1995年モデル法は､1991年12月の制定当初は料

率幅方式を採用したが､1995年 3月の改正によって調整地域料率方式

に変更している｡

ほとんどの州政府は､NAICモデル法の制定を受けて料率規制を実

施している｡ほとんどの州は､料率幅方式または調整地域料率方式を

採用している｡料率幅方式は､合理的･客観的な危険要因とされる ｢被

保険者の特性｣の使用によって生じる料率の格差は一般に制限してい

ないが､料率の変動に比較的大きな影響を与え､料率を大幅に増加さ

せ うる ｢健康状態｣ を含む ｢危険特性｣の使用によって生じる料率の

格差を制限している｡他方､調整地域料率方式は､保険者が使用でき

る ｢被保険者の特性｣ の種類を料率幅方式よりも厳 しく制限し､また

｢危険特性｣の使用も禁止している｡

1990年代における州政府の料率規制の傾向は､第 1に､料率幅方式

を採用している州のなかで ｢健康状態｣ の使用によって生じる料率の

格差を比較的厳しく制限する州が次第に増加 していることである｡第

2に､調整地域料率方式と純粋地域料率方式を採用する州が次第に増

加していることである｡つまり､保険者が使用できる ｢被保険者の特
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性｣の種類を比較的厳しく制限し､｢危険特性｣の使用も一般に禁止す

る州が次第に増加していることである｡したがって1990年代には､危

険要因の種類と料率の格差に対する制限において､厳しい料率規制を

行 う州が次第に増加しているといえる｡

2004年において､34州が料率幅方式､12州が調整地域料率方式､2

州が純粋地域料率方式を採用しているO

料率幅方式では､第 1に､多くの州は契約クラスについてモデル法

と異なる規定をしているO第2に､大部分の州はモデル法が明示して

いる ｢被保険者の特性｣の使用を認めている｡第 3に､大部分の州は

契約クラス内の料率の格差に対する制限について､モデル法と同じ範

囲に制限しているかモデル法よりも緩く制限している｡第4に､いく

つかの州は契約クラスについて定義していないことと対応 して､契約

クラス間の料率の格差に対する制限についても定めていない｡契約ク

ラスについて定義している州では､大部分の州はモデル法と同じ範囲

に制限している｡

他方､調整地域料率方式では､第1に､大部分の州はモデル法が定

めている3種類の危険要因の使用を認めている｡また､モデル法が認

めていない危険要因の使用を認めている州もある｡第 2に､しかし他

方で､多くの州は個々の (特定の)危険要因の使用によって生じる料

率の格差を制限している｡また､全危険要因の使用によって生じる料

率の格差を制限している州もある｡

NAICは､1990年代に個人医療保険の改革のためのモデル法とモデ

ル規則も制定し､料率規制について定めている｡また､2004年におい

て19州が個人医療保険の料率規制を実施 している｡次稿では､モデル

法 ･モデル規則と各州保険法が定める料率規制の内容と相違について

考察し､個人医療保険の料率規制の特徴を提示することにしたい｡
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